
管理不全空家等・特定空家等に関する事務手続フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 市長から勧告を受けた特定空家、管理不全空家の敷地は住宅用地特例の適用対象から除外 

空家等の確知 

空家等の所有者の把握 

行政代執行（法第 22条第 9項） 
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三田市空家等対策庁内連絡会議による意見聴取 

三田市空家等対策協議会による意見聴取 

市長による特定空家等の認定 

助言・指導（法第 22条第 1項） 

勧告（法第 22条第 2項）※ 

命令（法第 22条第 3項） 

≪適切な管理の促進≫ 
情報の提供・助言 
（法第 12条） 

状況が改善されない空家 

特定空家等認定基準による判定 

市長による管理不全空家等の認定 

指導（法第 13条第 1項） 

勧告（法第 13条第 2項）※ 

三田市空家等対策庁内連絡会議による意見聴取 

三田市空家等対策協議会による意見聴取 
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放置すれば特定空家等となる兆候のある空家 

著しく保安上危
険で周辺の生活
環境等に悪影響
を及ぼす空家 

一定期間以上改善されない（破損等の進行） 
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